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議案第22号

議案第器号

八千代市一般職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改

正する条例の制定について

八千代市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制

定について

八千代市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備

及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正す

る条例の制定について

八千代市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定

について

八千代市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例の制定について
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議案第22号

八千代市一般職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の制定

八千代市一般職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定する。

令和 3年3月1日提出

について

八千代市一般職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例

八千代市一般職員の特殊勤務手当支給条例印召和49年八千代市条例第40

号)の一部を炊のように改正する。

附則第3項中「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政

メX
(令和 2年政令第 11号)第 1条に規定するもの」を「病原体がべータニロ

ナウイルス属のコロナウィルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保

健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限

る。)である感染症」に改める。

附則

この条例は,公布の日から施行する。

八千代市長服部友則

提案理由

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴い,

条例を改正いたしたい。
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議案第23号

八千代市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例の制定について

八千代市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基堆等を定める

条例の一部を改正する条例を炊のように制定する。

令和 3年3月1日提出

八千代市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例

第1条八千代市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を

定める条例(平成30年八千代市条例第23号)の一部を炊のように改正す

る。

目次中

「第5章基準該当居宅介護支援に関する基準(第32条)

を

「第5章基準該当居宅介護支援に関する基準(第32条)

第6 章雑則(第3 3 条)

に改める。

第2条に次の 2項を加える。

5 指定居宅介護支援事業者は,利用者の人権の擁護,虐待の防止等のため,

必要な体制の整備を行うとともに,その従業者に対し,研修を実施する等

の措置を講じなければならない。

6 指定居宅介護支援事業者は,指定居宅介護支援を提供するに当たっては,

法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報

を活用し,適釖かつ有効に行うよう努めなけれぱならない。

第5条第2項中「主任介護支援専門員」の次に「(以下この項において「

主任介護支援専門員」という。)」を加え,同項に次のただし書を加える。
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ただし,主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない,

理由がある場合については,介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。,

)を前項に規定する管理者とtることができる。

第6条第2項中「で、きる二と」の次に「,前6月間に当該指定居宅介護支

援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護,通

所介護,福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問

介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占め

る割合,前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サ

ービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅

サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたもの

が占める割合」を加える。

第 15条第9号中「行う会議」の徐に「(テレビ電話装置その他の情報通

信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができる

ものとする。ただし,利用者又はその家族(以下この号において「利用者等

」という。)が参加する場合にあっては,テレビ電話装置等の活用について

当該利用者等の同意を得なければならない。)」を加える。

第20条中第6号を第7号とし,第5号の次に炊の 1号を加える。

⑥虐待の防止のための措置に関する事項

第2 1条に次の 1項を加える。

4 指定居宅介護支援事業者は,適切な指定居宅介護支援の提供を確保する

観点から,職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専

門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な

措置を講じなければならない。

第21条の次に次の 1条を加える。

(業務継続計画の策定等)

第21条の2 指定居宅介護支援事業者は,感染症や非常災害の発生時にお

いて,利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための,

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計

画」という。)を策定し,当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなけ
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ればならない。

2 指定居宅介護支援事業者は,介護支援専門員に対し,業務継続計画にっ

いて周知するとともに,必要な研修及び訓練を定期的に実施しなけれぱな

らない。

3 指定居宅介護支援事業者は,定期的に業務継続計画の見直しを行い,必

要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

第23条の次に炊の 1条を加える。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第23条の2 指定居宅介護支援事業者は,当該指定居宅介護支援事業所に

おいて感染症が発生し,又はまん延しないように,次の各号に掲げる措置

を講じなけれぱならない。

①当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止

のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。)をおおむね6月に 1回以上開催するとともに,

その結果について,介護支援専門員に周知徹底を図ること。

②当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止

のための指針を整備すること。

③当該指定居宅介護支援事業所において,介護支援専門員に対し,感染

症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施するこ

と。

第24条に次の 1項を加える。

2 指定居宅介護支援事業者は,前項に規定する事項を記載Lた書面を当該

指定居宅介護支援事業所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由

に閲覧させることにより,同項の規定による掲示に代えることができる。

第29条の次に炊の 1条を加える。

(虐待の防止)

第29条の2 指定居宅介護支援事業者は,虐待の発生又はその再発を防止

するため,次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

①当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討

する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
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)を定期的に開催するとともに,その結果について,介護支援専門員に

周知徹底を図ること。

②当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備

すること。

③当該指定居宅介護支援事業所に鴬いて,介護支援専門員に対し,虐待

の防止のための研修を定期的に実施すること。

④前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

第5章の次に次の1章を加える。

第6章雑則

(電磁的記録等)

第33条指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者

は,作成,保存その他これらに類するもののうち,この条例の規定におい

て書面(書面,書類,文書,謄本,抄本,正本,副本,複本その他文字,

図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他

の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されてい

る又は想定されるもの(第9条(前条において準用する場合を含む。)及

び第15条第27号(前条において準用する場合を含む。)並びに次項に

規定するものを除く。)については,書面に代えて,当該書面に係る電磁

的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は,交

付,説明,同意,承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。

)のうち,この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は

想定されるものについては,当該交付等の相手方の承諾を得て,書面に代

えて,電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他人の知覚によって認識

することができない方法をいう。)によることができる。

附則第2項中「平成3 3年3月3 1 e」を「令和 9年3月3 1日」に改め,

附則第3項を附則第4項とし,'附則第2項の次に炊の 1項を加える。

3 令和3年4月1日以後における前項の規定の適用については,前項中「
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第5条第2項」とあるのは「令和 3年3月31日までに法第4 6条第 1項

の指定を受けている事業所(同日において当該事業所における第5条第1

項に規定する管理者(以下この条において「管理者」という。)が介護保

険法施行規則第140条の66第1号イ信}に規定する主任介護支援専門員

でないものに限る。)については,第 5条第2項」と,「介護支援専門員

(介護保険法施行規則第1.40条の66第1号イ③に規定する主任.介護支

援専門員を除く。)を第5条第1項(第32条において準用する場合を含

む。)に規定する」と市るのは「引き続き,同日における管理者である介
護支援専問員を」とする。

第2条八千代市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を次のように改正する。

第 15条中第 30 号を第3 1号とし,第 2 1号から第29 号までを 1号ず

つ繰り下げ,第 20号の次に次の 1号を加える。

側介護支援専門員は,その勤務する指定居宅介護支援事業所にお

いて作成された居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サー

ビス等に係る居宅介護サービス費,特例居宅介護サービス費,地

域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費(以

下この号において「サービス費」という。)の総額が法第 4 3 条

第2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占

める割合及び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の

総額に占める割合が厚生労働大臣が定める基準に該当する場合で

あって,かつ,市町村からの求めがあった場合には,当該指定居

宅介護支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し,

当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載するとと

もに,当該居宅サービス計画を市町村に届け出なけれぱならない。

第 3 3 条第 1項中「第 15 条第 2 7 号」を「第 15 条第 2 8 号」に改める。

附則

(施行期日)

1 この条例は,令和 3年4月1日から施行する。ただし,第 1条中附則第2

項の改正規定及び附則第3項を附則第4項とし,附則第2項の次に1項を加
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える改正規定は公布の日から,第2条の規定は令和3年10月1日から施行

,、る。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和 6年3月31日までの間,この条例による改

正後の八千代市指建居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を

定める条例(以下「改正後の条伊山という。)第2条第 5項及び第29条の

2 (改正後の条例第32条において準用する場合を含む。)の規定の適用に

ついては,これらの規定中「講じなけれぱならない」とあるのは「講じるよ
、

うに努めなければならない」と,改正後の条例第20条(改正後の条例第3

2条において準用する場合を含む。)の規定の適用については,改正後の条

例第20条中「,次に」とあるのは「,虐待の防止のための措置に関する事

項に関する規程を定めて船くよう努めるとともに,次に」と,「重要事項」

とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」

とする。

(業務継続計画等の策定に係る経過措置)

3 この条例の施行の日から令和 6年3月31日までの間,改正後の条例第2

1条の2 (改正後の条例第32条において準用する場合を含む。)の規定の

適用については,改正後の条例第21条の2 中「講じなければならない」と

あるのは「講じるよう努めなければならない」と,「実施しなければならな

いJ とあるのは「実施するよう努めなけれぱならないj と,「行うものとす

る」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 この条例の施行の日から令和 6年3月31日までの間,改正後の条例第2

3条の2 (改正後の条例第32条において準用する場合を含む。)の規定の

適用については,改正後の条例第23条の2 中珸蒜じなければならない」と

あるのは,「講じるよう努めなければならない」とするし

,8 ・

提案理由

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を改めるため,条

例を改正いたしたい。



議案第24号

八千代市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について

八千代市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和 3年3月1日提出

八千代市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例

八千代市指定地域密着型サービスの事業.の人員,設備及び運営に関する基準

等を定める条例(平成24年八千代市条例第36号)の一部を次のように改正

する。.

目次中

「第12章区域外の事業所に係る基準の特例(第204条)

を

「第 12 章雑則(第 2 04 条)

第13章区域外の事業所に係る基準の特例(第205条)

に改める。

第4条に徐の 2項を加える。

3 指定地域密着型サービス事業者は,利用者の人権の擁護,虐待の防止等の

ため,必要な体制の整備を行うとともに,その従業者に対し,研修を実施す

る等の措置を講じなけれぱならない。

4 指定地域密着型サービス事業者は,指定地域密着型サービスを提供するに

当たっては,法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他

必要な情報を活用し,適切かつ有効に行うよう努めなけれぱならない。

第7条第5項第 1号中「いう。」の炊に「第4 8条第4項第1号及び」を加

え,同項第 2号中「いう」.の次に「。第4 8条第4項第 2号において同じ」を

廟

八千代市長服部友則
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加え,同項第 3 号中「いう」の次に「。第4 8条第4項第3 号において同じ」

を加え,同項第4号中「いう」の次に「。第4 8条第4項第4号において同じ

」を加え,同項第 5 号中「いう。」の次に「第4 8 条第4項第 5 号,」を加え,

同項第6 号中「いう。」の次に「第4 8 条第4項第6 号,」を加え,同項第7

号中「いう。」の炊に「第4 8条第4項第7 号,」を加え,同項第 8 号中 Tい

う。」の次に「第4 8条第4項第8号及び」を加える。

第32条中第8号を第9号とし,第 7号の次に次の 1号を加える。

⑧虐待の防止のための措置に関する事項

第33条に次の 1項を加える。

5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,適団な指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供を確保する観点から,職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の就業

環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じな

ければならない。

第33条の炊に次の1条を加える。

(業務継続計画の策定等)

第33条の2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,感染症や非

常災害の発生時において,利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の提供を継続的に実施するための,及び非常時の体制で早期の業務再

開を図るた.めの計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し,当該業務

継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者に対し,業務継続計画について周知するとともに,必要

な研修及び訓練を定期的に実施しなけれぱならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,定期的に業務継続計画

の見直しを行い,必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

第34条に次の 1項を加える。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,当該指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所において感染症が発生し,又はまん延しないよ
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うに,次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

①当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に翁ける感染症の予

防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その

他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行う

ことができるものとする。)をおおむね6月に 1回以上開催司、るとともに,

その結果について,定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底

を図ること。

②当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に霜ける感染症の予

防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

③当該指定定期巡回'・随時対応型訪問介護看護事業所において,定期巡回

・随時対応型訪問介護看護従業者に対し,感染症の予防及びまん延の防止

のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

第35条に次の 1項を加える。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,前項に規定する事項を

記載Lた書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付

け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより,同項の規

定による掲示に代えることができる。

第40条第 1項中「協議会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。ただし,利用者又はその家族(以下この項,第60条

の 17第 1項及び第88条において「利用者等」という。)が参加する場合に

あっては,テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なけれぱ

ならない。)」を加える。

第41条の次に歌の 1条を加える。

(虐待の防止)

第41条の2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,虐待の発生

又はその再発を防止するため,炊の各号に掲げる措置を講じなければならな

し、

①当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止

のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。)を定期的に開催するとともに,その結果にっいて,
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。

②当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に船ける虐待の防止

のための指針を整備すること。

③当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において,定期巡回

・随時対応型訪問介護看護従業者に対し,虐待の防止のための研修を定期

的に実施すること。

④前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

第4 8 条第 1項第 1号中「専ら」,「とする。」及びただし書を削り,同項

第 2 号中「とする。」を削り,同項第 3 号中「専ら」,「とする。」及ぴただ

し書を削り,同条に次の 5項を加える。

3 オペレーターは,専らその職務に従事する者でなけれぱならない。ただし,

利用者の処遇に支障がない場合は,当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡

回サービス,同一敷地内の指定訪闇介護事業所若しくは指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付け

る業務に従事することができる。

4 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設

等がある場合において,当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は,

前項本文の規定にかかわらず,当該施設等の職員をオペレーターとして充て

ることができる。

①指定短期入所生活介謹事業所

②指定短期入所療養介護事業所

⑧指定特定施設

④指定小規模多機,能型居宅介護事業所

⑤指定認知症対応型共同生活介護事業所

⑥指定地域密着型特定施設

⑦指定地域密着型介護老人福祉施設

⑧指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

⑨指定介護老人福祉施設

⑩介護老人保健施設

⑪指定介護療養型医療施設
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⑫介護医療院

5 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は,専ら当該随時訪問サービスの提

供に当たる者でなければならない。ただし,利用者の処遇に支障がない場合

は,当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にあ

る指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の職務に従事することができる。

6 当該夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーションセンター

サービスの提供に支障がない場合は,第3項本文及び前項本文の規定にかか

わらず,オペレーターは,随時訪問サービスに従事することができる。

7 前項の規定によりオペレーターが随時訪闇サービスに従事している場合に

おいて,当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対する随時訪問サー

ビスの提供に支障がないときは,第1項の規定にかかわらず,随時訪問サー

ビスを行う訪問介護員等を置かないことができる。

第56条中第8号を第 9号とし,第7号の炊に次の 1号を加える。

⑧虐待の防止のための措置に関する事項

第57条第2項中「随時訪問サービスについては」を「指定夜問対応型訪問

介護事業所が,適切に指定夜間対応型訪問介護を利用者に提供する体制を構築

しており」に改め,「,他の指定訪問介護事業所」の次に「又は指定定期巡回

・随時対応型訪問介護看護事業所(以下この条において「指定訪問介護事業所

等」という。)」を,「との」の次に「密接な」を加え,「当該他の指定訪問

介護事業所の訪問介護員等」を「市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲

内において,指定夜間対応型訪問介護の事業の一部を,当該他の指定訪問介護

事業所等の従業者」に改め,伺条第3項中「前項」を「前項本文」に,「指定

夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の

指定を併せて受け,かつ,指定夜間対応型訪闇介護の事業と指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の事業とが伺一敷地内において一体的に運営されてぃる

場合(第33条第2項ただし書の規定により当該夜間対応型訪問介護事業所の

従業者が当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務を行うこと

につき市長に認められている場合に限る。)であって,利用者の処遇に支障が

ないとき」を「オペレーションセンターサービスについて」に,「定期巡回サ



ービス又は随時訪問サービスの事業の一部を他の指定訪問介護事業所又は指定

夜間対応型訪問介護事業所の従業者に行わせる」を「複数の指定夜間対応型訪

問介護事業所の間の契約に基づき,当該複数の指定夜間対応型訪問介護事業所

が密接な連携を図ることにより,一体的に利用者又はその家族等からの通報を

受ける」に改め,同条に次の 1項を加える。

5 指定夜問対応型訪問介護事業者は,適切な指定夜問対応型訪問介護の提供

を確保する観点から,職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を

背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより夜間

対応型訪問介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明

確化等の必要な措置を講じなければならない。

第58条に次の 1項を加える。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は,指定夜間対応型訪問介護事業所の所在

する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定夜間対応型訪問介護を

提供する場合には,当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定夜間

対応型訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。

第 6 0 条中「第 34 条から」を「第 3 3 条の 2 から」に,「,第4 1条及び

第4 2条」を「及び第4 1条から第4 2条まで」に,「第34条第 1項及び第

35条」を「第33条の 2第2項,第3 4条第1項並びに第3項第 1号及び第

3号,第35条第1項並びに第41条の2第1号及び第3号」に改める。

第60条の 12 中第 10号を第11号とし,第9号の次に次の 1号を加える。

⑩虐待の防止のための措置に関する事項

第60条の 13第3項に後段として次のように加える。

この場合において,当該指定地域蜜着型通所介護事業者は,全ての地域密

着型通所介護従業者(看護師,准看護師,介護福祉士,介護支援専門員,法

第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類

する者を除く。)に対し,認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため

に必要な措置を講じなければならない。

第60条の13 に炊の 1項を加える。

4 指定地域密着型通所介護事業者は,適切な指定地域密着型通所介護の提供

を確保する観点から,職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を
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背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域

密着型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明

確化等の必要な措置を講じなけれぱならない。

第6 0条の 15 に炊の 1項を加える。

2 指定地域密着型通所介護事業者は,前項に規定する訓練の実施に当たって,

地域住民の参加が得られるよう速携に努めなければならない。

第60条の 16第2項中「必要な措置を講ずるよう努めなけれぱならない」

を「,次の各号に掲げる措置を講じなけれぱならない」に改め,同項に次の各

号を加える。

①当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の

防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとtる。)をおおむね6月に 1回以上開催するとともに,

その結果について,地域密着型通所介護従業者に周知徹底を図ること。

②当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の

防止のための指針を整備すること。

③当該指定地域密着型通所介護事業所において,地域密着型通所介護従業

者に対し,感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的

に実施すること。

第60 条の 17第 1項中「協議会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。ただし,利用者等が参加する場合にあっては,

テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なけれぱならない。

)」を加える。

第 6 0 条の 2 0 中「第 2 9 条」の次に「,第 3 3 条の 2」を,「第 3 9 条ま

で」の次に「,第4 1条の 2」を,「規程」と,」の次に「同項,第3 3条の

2第 2項,第35条第 1項並びに第4 1条の 2第 1号及び第3 号中」を加え,

「,第35条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地

域密着型通所介護従業者」と」を削る。

第 6 0 条の 2 0 の 3 中「,第 2 9 条」の炊に「,第 3 3 条の 2」を,「第 3

9 条まで」の次に「,第4 1条の 2」を加え,「第 3 5 条に」を「第 3 5 条第

1項に」に,「と,第 3 5 条」を「と,第 3 3 条の 2 第 2項,第 3 5 条第 1項
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並びに第4 1条の 2第 1号及び第 3 号」に,「及び第6 0 条の 13第3項」を

「,第6 0条の 13第3項及び第4項並びに第60 条の 16第2項第 1号及び

第3 号」に改める。

第 6 0 条の 3 4 中「次に」を「,次に」に改め,第 9 号を第 1 0 号とし,第

8号の次に次の 1号を加える。

⑨虐待の防止のための措置に関する事項

第60条の 36第 1項中「安全・サービス提供管理委員会」の炊に T (テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)」を加える。

第 6 0 条の 3 8 中「第 2 9 条」の次に「,第 3 3 条の 2」を,「第 3 9 条ま

で」の炊に「,第4 1条の 2」を加え,「第 3 5 条中」を「第 3 3 条の 2 第 2

項,第35条第 1項並びに第4 1条の 2第 1号及び第3号中「定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と,第35条

第1項中」に,「「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「

療養通所介護従業者」と,第60条の 13第3項」を「第60条の 13第3項

及び第4項並びに第60条の 16第2項第1号及び第3号」に改める。

第65条第 1項中「又は施設」の次に「(第67条第 1項において「本体事

業所等」という。)」を加える。

第6 6 条第2項中「第8 3 条第 7 項」の次に「,第 111条第 9 項」を加え

る。

第6 7条第1項ただし書中「とする」の炊に「。との場合において,共用型

指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は,当該共用型指定

認、知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し,かつ,同一敷地内にある他

の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない」を加える。

第74条中第10号を第11号とし,第9号の次に炊の 1号を加える。

叫虐待の防止のための措置に関する事項

第 8 1条中「第 2 9 条」の次に「,第 3 3 条の 2」を,「第 3 9 条まで」の

次に「,第4 1条の 2」を,「規程」と,」の次に「同項,第 3 3 条の 2第 2

項,第35条第1項並びに第4 1条の2第1号及び第3 号中」を加え,「第3

5条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応

型通所介護従業者」ど」を「第60条の 13第3項及び第4項並びに第60条

'
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の 16第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「

認知症対応型通所介護従業者」と」に改める。

第83条第6項の表当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる

施設等のいずれかが併設されている場合の項中「指定地域密着型介護老人福祉

施設」の次に「,指定介護老人福祉施設,介護老人保健施設」を加え,同表当

該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のい

ずれかがある場合の項中「,指定認知症対応型通所介護事業所,指定介護老人

福祉施設又は介護老人保健施設」を「又は指定認知症対応型通所介護事業所」

に改める。

第8 4条第3項中「第 112条第2項」を「第 112条第3項」に改める。

第88条中「行う会議」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。ただし,利用者等が参加する場合にあっては,テレビ電話

装置等の活用について当該利用者等の同意を得なけれぱならない。)」を加え

る。

第 10 1条中第 10号を第 11号とし,第9号の炊に次の 1号を加える。

⑩虐待の防止のための措置に関する事項

第102条に炊の 1項を加える。

2 前項本文の規定にかかわらず,過疎地域その他とれに類する地域において,

地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運

営に'、要であると市長が認めた場合は,指定小規模多機能型居宅介護事業者

は,市長が認めた日から市の介護保険事業計画(法第117条第1項に規定

する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。)の終期ま

で(市が炊期の市の介護保険事業計画を作成するに当たって,新規に代替サ

ービスを整備するよりも既存の指定小規模多機能型居宅介護事業所を活用す

ることがより効率的であると認めた場合にあっては,次期の市の介護保険事

業計画の終期まで)に限り,登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービス

の利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行うことができる。

第 1 0 9 条中「第 2 9 条」の次に「,第 3 3 条の 2」を加え,「,第4 2条

」を「から第4 2条まで」に改め,「規程」と,」の次に「伺項,第3 3条の

2第2項,第35条第 1項並びに第4 1条の 2第 1号及び第3 号中」を加え,
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「,第35条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小

規模多機能型居宅介護従業者」と」を削り,「第 60条の 13 第3 項」の次に

「及び第4項並びに第60条の 16第2項第1号及び第3号」を加える。

第 111条第 1項中「)をいう。」の次に「以下この項において同じ。」を

加え,同項に炊のただし書を加える。

ただし,当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居

の数が3である場合において,当該共同生活住居が全て同一の階において隣

接し,介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速や.かな対応を行うことが

可能な構造である場合であって,当該指定認知症対応型共同生活介護事業者

による安全対策が講じられ,利用者の安全性が確保されていると認められる

ときは,夜間及び深夜の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護事業所ごと

に置くべき介護従業者の員数は,夜間及び深夜の時問帯を通じて2以上の介

護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることが

できる。

第111条第5項中「共同生活住居」を「指定認知症対応型共同生活介護事

業所」に改め,同条第 10項中「第9項」を「第 10項」に改め,同項を同条

第 11項とし,同条第9項を同条第10項とし,同条第8項の次に次の 1項を

加える。

9 第7項本文の規定にかかわらず,サテライト型指定認知症対応型共同生活

介護事業所(指定認知症対応型共同生活介護事業所であって,指定居宅サー

ビス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験

を有する指定認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定認

知症対応型共同生活介護事業所以外の指定認知症対応型共同生活介謹事業所

であって当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定認知症対応

型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事

業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。

)については,介護支援専門員である計画作成担当者に代えて,第6項の規

則で定める研修を修了している者を置くことができる。

第 112条中第2項を第3項とし,第 1項の次に次の 1項を加える。

2 前項本文の規定にかかわらず,共同生活住居の管理上支障がない場合は,
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サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の

管理者は,本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることが

できる。

第 114条第 1項中「又は2」を「以上3以下(サテライト型指定認知症対

応型共伺生活介護事業所にあっては,1又は2)」に改め,同項ただし書を削

る。

第118条第7項第 1号中「委員会」の次に「(テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。)」を加え,同条第8 項中「外部の者による

」を「次に掲げるいずれかのj に改め,同項に次の各号を加える。

①外部の者による評価

②第129条に船いて準用する第60条の 17第1項に規定する運営推進

会議における評価

第122条中「指定地域密着型サービス」の次に「(サテライト型指定認知

症対応型共同生活介護事業所の場合は,本体事業所が提供する指定認知症対応

型共同生活介護を除く。)」を加える。

第123条中第7号を第8号とし,第6号の次に次の 1号を加える。

⑦虐待の防止のための措置に関する事項

第 124条第3項に後段として次のように加える。

この場合において,当該指定認知症対応型共同生活介護事業者は,全ての

介護従業者(看護師,准看護師,介護福祉士,介護支援専門員,法第8条第

2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を

除く。')に対し,認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な

措置を講じなければならない。

第 124条に次の 1項を加える。

4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,適切な指定認知症対応型共同生

活介護の提供を確保する観点から,職場において行われる性的な言動又は優

越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたも

のにより介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確

化等の必要な措置を講じなけれぱならない。

第 1 2 9 条中「第 2 9 条」の次に「,第 3 3 条の 2」を加え,「,第4 2 条
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」を「から第4 2条まで」に改め,'「規程」と,」の次に「同項,第 3 3条の

2第2項,第 35条第 1項並びに第4 1条の 2第 1号及び第3号中」を加え,

「,第35 条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介

護従.業者」と」を削り,「第 8 章第4節」と」の次に「,第 6 0 条の 1 6 第 2

項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者

」と」を加える。

第 139条第6項第1号中「委員会」の次に「(テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。)」を加える。

第 146条中第9号を第10号とし,第8号の次に炊の 1号を加える。

⑨虐待の防止のための措置に関する事項

第 14 7条第4項に後段として次のように加える。

この場合において,当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,

全ての地域密着型特定施設従業者(看護師,准看護師,介護福祉士,介護支

援専門員,法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者そ

の他これに類する者を除く。)に対し,認知症介護に係る基礎的な研修,を受

講させるために必要な措置を講じなければならない。

第14 7条に次の 1項を加える。

5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,適切な指定地域密着型

特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から,職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより地域密着型特定施設従業者の就業環境が害される

ことを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

第 1 5 0 条中「第 2 9 条」の次に「,第 3 3 条の 2」を加え,「,第4 2 条

」を「から第4 2条まで」に,「第35条中「定期巡回・随時対応型介護看護

従業者」を「第33条の 2第2項,第35条第1項並びに第4 1条の 2第1号

及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」に改め,「第9章

第4節」と」の次に「,第6 0条の 16 第2項第1号及び第3号中「地域密着

型通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」、とJ を加える。

第 152条第1項に次のただし書を加える。

ただし,他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ること
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により当該指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待すること

ができる場合であって,入所者の処遇に支障がないときは,第4号の栄養士

又は管理栄養士を置かないことができる。

第152条第 1項第4号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加え,同

条第3項ただし書中「,指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設(第179条に規定するユニット型指定地域密着型

介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項に

おいて同じ。)にユニット型指定介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設の

人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「指定

介護老人福祉施設基準」という。)第38条に規定するユニット型指定介護老

人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を併設する場合の指定地域密

着型介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看

護職員(指定介護老人福祉施設基準第47条第2項の規定に基づき配置される

看護職員に限る。)又は指定地域密着型介護老人福祉施設にユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設

及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員(第

188条第2項の規定により配置される看護職員に限る。)を除き」を削り ,

同条第8項各号列記以外の部分中「栄養士」の次に「若しく・は管理栄養士」を

加え,同項第 1号中「栄養士」を「生活相談員,栄養士若しくは管理栄養士」

に改め,同項第2号から第4号までの規定中「栄養士」の次に「若しくは管理

栄養士」を加え,同条第 13項中「栄養士又は機能訓練指導員により」を「栄

養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により」に改める。

第 158条第6項第 1号中「委員会」の炊に「(テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。)」を加える。

第159条第6項中「行う会議」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。ただし,入所者又はその家族(以下この項におい

て「入所者等」という。)が参加する場合にあっては,テレビ電話装置等の活

用について当該入所者等の同意を得なけれぱならない。)」を加える。

第 164条の次に炊の 2条を加える。

(栄養管理)
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第164条の2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者の栄養状態の維

持及び改善を図り,自立した日常生活を営むことができるよう,各入所者の

状態に応じた栄養管理を計画的に行わなけれぱならない。
くう

(口腔衛生の管理)

第164条の3 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者の口腔の健康の

保持を図り,自立した日常生活を営むことができるよう,口腔衛生の管理体

制を整備し,各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなけれ

ぱならない。

第169 条中第8号を第9号とし,第7号の次に次の 1号を加える。

⑧虐待の防止のための措置に関する事項

第170条第3項に後段として次のように加える。

この場合において,当該指定地域密着型介護老人福祉施設は,全ての従業

者(看護師,准看護師,介護福祉士,介護支援専門員,法第8条第2項に規

定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)

に対し,認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講

じなければならない。

第 170条に次の 1項を加える。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設は,適切な指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の提供を確保する観点から,職場において行われる性的

な言動叉は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方

針の明確化等の必要な措置を講じなけれぱならない。

第172条第2項第1号中「委員会」の炊に「(テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。)」を加え,伺項第 3号中「研修」の次に「

並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練」を加える。

第176条第 1項中「次に」を「炊の各号に」に改め,同項第3号中「委員

会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)

」を加え,同項に炊の 1号を加える。

④前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

第 1 7 8 条中「第 2 9 条」の次に「,第 3 3 条の 2」を,「第 3 9 条」の炊
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に「,第4 1条の 2」を,「規程」と,」の炊に「同項,第 3 3 条の 2第 2 項,

第 3 5 条第 1項並びに第4 1条の 2第 1号及び第 3 号中」を加え,「,第 3 5

条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と」

を削る。

第 18 1条第 1項第 1号ア(イ)中「おおむね10人以下としなけれぱならない

」を「原則としておぉむね 10人以下とし,15人を超えないものとする」に

改め,同号アけ)後段を削る。

第 1'83条第8項第 1号中「委員会」の炊に「(テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。)」を加える。

第 18 7条中第9号を第10号とし,第8号の次に次の 1号を加える。

⑨虐待の防止のための措置に関する事項

第 188条第4項に後段として次のように加える。

この場合において,当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,

全ての従業者(看護師,准看護師,介護福祉士,介護支援専門員,法第8条

第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者

を除く。)に対し,認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要

な措置を講じなけれぱならない。

第188条に次の 1項を加える。

5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,適切な指定地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から,職場において行

われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要か

つ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止す

るための方針の明確化等の必要な措置を講じなけれぱならない。

第 1 9 0 条中「第 2 9 条」の次に「,第 3 3 条の 2」を,「第 3 9 条」の次

に「,第4 1条の 2」を,「規程」と,」の次に「同項,第 3 3 条の 2 第 2 項,

第3 5条第 1項並びに第4 1条の 2第 1号及び第3号中」を加え,「,第 3 5

条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と」

を削る。

第 19 2条第 11項中「前項各号」を「第7項各号」に改める。

第 2 0 3 条中 1第 2 9 条」の炊に「,第 3 3 条の 2」を加え, f,第4 2 条
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」を「から第4 2条まで」に改め,「規程」と,」の次に「同項,第3 3条の

2第 2項,第35条第 1項並びに第4 1条の 2第1号及び第3号中」を加え,

「,第35条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看

護小規模多機能型居宅介護従業者」と」を削り,「第6 0条の 13 中」を「第

60条の 13第3項及び第4項並びに第60条の 16第2項第1号及び第3号

中」に改める。

第12章中第204条を第205条とし,同章を第13章とする。

第11章の次に次の 1章を加える。

第12章雑則

(電磁的記録等)

第204条指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提

供に当たる者は,作成,保存その他これらに類するもののうち,この条例の

規定に翁いて書面(書面,書類,文書,謄本,抄本,正本,副本,複本その

他文字,図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定され

てぃる又は想定されるもの(第 13 条第 1項(第6 0条,第 6 0条の 20,

第60条の20の3,第60条の38,第81条,第109条,第129条,

第 150 条,第 178条,第 190条及び第20 3条において準用する場合

を含む。),第 116 条第 1項,第 13 7 条第 1項及び第 15 6 条第 1項(

第190条において準用する場合を含む。)並ぴに次項に規定するものを除

く。)については,書面に代えて,当該書面に係る電磁的記録(電子的方式,

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)

により行うことができる。

2 指定地域疹着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当た

る者は,交付,説明,同意,承諾,締結その他これらに類するもの(以下「

交付等」という。)のうち,この条例の規定において書面で行うことが規定

されてぃる又は想定されるものについては,当該交付等の相手方の承諾を得

て,書面に代えて,電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他人の知覚に

よって認識することができない方法をいう。)によることができる。
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附則

(施行期田

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和 6年3月31日までの間,この条例による改

正後の八千代市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関す

る基準等を定める条例(以下「改正後の条仔山という。)第4条第3項及び

第4 1条の 2 (改正後の条例第6 0条,第6 0条の 2 0,第 6 0条の 2 0 の

3,第 6 0 条の 3 8,第 8 1条,第 1 0 9 条,第 1 2 9 条,第 1 5 0 条,第

178条,第 190条及び第20 3条において準用する場合を含む。)の規

定の適用については,これらの規定中「講じなけれぱならない」とあるのは

「講じるように努めなけれぱならない」と,改正後の条例第 3.2条,第5 6

条,第 60条の 12 (改正後の条例第6 0条の 20 の 3 において準用する場

合を含む。),第6 0条の 34,第 74条,第 10 1条(改正後の条例第2

0 3条において準用する場合を含む。),第 12 3 条,第 14 6条,第 16

9条及び第 18 7条の規定の適用については,これらの規定中「,次に」と

あるのは「,虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めて船

くよう努めるとともに,炊に」と,「重要事項」とあるのは「重要事項(虐

待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする'

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 この条例の施行の日から令和 6年3月31日までの闘,改正後の条例第3

3条の 2 (改正後の条例第6 0条,第 6 0条の 2 0,第6 0条の 2 0 の 3,

第60条の38,第81条,第109条,第129条,第150条,第17

8条,第 190条及び第203条において準用する場合を含む。)の規定の

適用については,改正後の条例第33条の 2 中「講じなければならない」と

あるのは「講じるよう努めなけれぱならない」と,「実施しなければならな

い」とあるのは「実施するよう努めなけれぱならない」と,「行うものとす

る」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間,改正後の条例第3
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4条第3項(改正後の条例第60条において準用する場合を含む。)及び第

6 0条の 16 第2項(改正後の条例第6 0条の 2 0 の 3,第 6 0条の 3 8,

第8 i条,第 1 0 9 条,第 1 2 9 条,第 15 0 条及び第 2 0 3 条に船いて準

用する場合を含む。)の規定の適用については,これらの規定中「講じなけ

ればならない」とあるのは,「講じるよう努めなければならない」とする。

住忍知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 この条例の施行の日から令和6年3月3'1日までの間,改正後の条例第6

0条の 13第3項(改正後の条例第6 0条の 2 0 の 3,第6 0条の 3 8,第

8 1条,第 10 9条及び第 2 0 3 条において準用する場合を含む。),第 1

24条第 3項,第 14 7条第4項,第 17 0条第3項及び第 18 8 条第4項

の規定の適用については,これらの規定中「講じなけれぱならない」とある

のは,「講じるよう努めなければならない」とする。

(ユニットの定員に係る経過措置)

6 この条例の施行の日以降,当分の間,改正後の条例第 181条第 1項第1

号アq)の規定に基づき入居定員が 10人を超えるユニットを整備するユニッ

ト型指定介護老人福祉施設は,"改正後の条例第152条第1項第3号イ及ぴ

第188条第2項の基準を満たすほか,ユニット型指定介護老人福祉施設に

おける夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実

態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

7 この条例の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを

含み,'この条例の施行の後に増築され,又は全面的に改築された部分を除く。

)の居室,療養室又は病室(以下この項において「居室等」.という。)であ

つて,この条例による改正前の八千代市指定地域密着型サービスの事業の人

員,設備及び運営に関する基準等を定める条例第 181条第1項第1号ア(ウ)

後段の規定の要件を満たしている居室等については,なお従前の例に

よる。

(栄養管理に係る経過措置)

8 この条例の施行の日から令和6年3月3 1日までの間',改正後の条例第1

64条の 2 (改正後の条例第190条において準用する場合を含む。)の規

定の適用については,改正後の条例第164条の2 中「行わなければならな
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い」とあるのは,「行うよう努めなければならない」とする。
くう

(口腔衛生の管理に係る経過措置)

9 この条例の施行の日から令和 6年3月3 1日までの問,改正後の条例第 1

64条の 3 (改正後の条例第190条において準用する場合を含む。)の規

定の適用については,改正後の条例第164条の3 中「行わなけれぱならな
,

い」とあるのは,「行うよう努めなけれぱならない」とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

10 この条例の施行の日から令和3年9月30日までの間,改正後の条例第

176 条第 1項(改正後の条例第190条において準用する場合を含む。)

の規定の適用については,同項中「次の各号に定める措置を講じなければな

らない」とあるのは,「炊の第 1号から第3 号までに定める措置を講じると

ともに,炊の第4号に定める措置を講じるよう努めなければならない」とす

る。

(感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間,改正後の条例第

172条第2項第3号(改正後の条例第190条において準用する場合を含

む。)の規定にかかわらず,指定地域密着型介護老人福祉施設は,介護職員
r一戸

その他の従業者に対し,感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

研修を定期的に実施するとともに,感染症の予防及びまん延の防止のための

訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

提案理由

指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等を改め

るため,条例を改正いたしたい。

11
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議案第25号

八千代市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定にっ

八千代市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並ぴ

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和3年3月1日提出

いて

八千代市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

八千代市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例(平成24年八千代市条例第37号)の一部を

次のように改正する。

目次中

「第7章区域外の事業所に係る基準の特例(第92条)」

を

「第 7 章雑則(第 9 2 条)

第8章区域外の事業所に係る基準の特例(第93条)」

に改める。

第4条に次の 2項を加える。

3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は,・利用者の人権の擁護,虐待の

防止等のため,必要な体制の整備を行うとともに,その従業者に対し,研修

を実施する等の措置を講じなければならない。

八千代市長 服 部友則
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4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は,指定地域密着型介護予防サー

ビスを提供するに当たっては,法第118条の2第1項に規定する介護保険

等関連情報その他必要な情報を活用し,適切かつ有効に行うよう努めなけれ

ぱならない。

第 9条第 1項中「又は施設」の次に「(第 11条第1項において「本体事業

所等」上いう。)」を加える。

第10条第2項中「第4 5条第 7項」の次に「及び第72条第9項」を加え

る。

第 11条第 1項ただし書中「とする」の次に「。この場合において,共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は,当該共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し,かつ,同

一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない

」を加える。

第28条中第 10号を第 11号とし,第9号の次に次の 1号を加える。

⑳虐待の防止のための措置に関する事項

第2.9条第3項に後段として次のように加える。

この場合において,当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,全

ての介護予防認知症対応型通所介護従業者(看護師,准看護師,介護福祉士,

介護支援専門員,法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有す

る者その他これに類する者を除く。・)に対し,認知症介護に係る基礎的な研

修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

第29条に炊の 1項を加える。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,適切な指定介護予防認知症

対応型通所介護の提供を確保する観点から,職場において行われる性的な言

動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を

超えたものにより介護予防認知症対応型通所介護従業者の就業環境が害され

ることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならな

ι

し、

第29条の次に炊の 1条を加える。

(業務継続計画の策定等)

J
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第29条の2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,感染症や非常災

害の発生時において,利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の

提供を継続的に実施するための,及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し,当該業務継続計画

に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,介護予防認知症対応型通所

介護従業者に対し,業務継続計画について周知するとともに,必要な研修及

び訓練を定期的に実施しなけれぱならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,定期的に業務継続計画の見

直しを行い,必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

第3 1条に次の 1項を加える。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,前項に規定する訓練の実施

に当た0て,地域住民の参加が得られるよう連携に努めなけれぱならない。

第32条第2項中「必要な措置を講ずるよう努めなければならない」を「 ,

次の各号に掲げる措置を講じなけれぱならない」に改め,同項に次の各号を加

える。

①当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及

びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の

佶報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うこと

ができるものとする。)をおぉむね6月に 1回以上開催するとともに,そ

の結果について,介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図る

②当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及

びまん延の防止のための指針を整備すること。

③当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において,介護予防認知

症対応型通所介護従業者に対し,感染症の予防及びまん延の防止のための

研修及び訓練を定期的に実施すること。

第33条に次の 1項を加える。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,前項に規定する事項を記載

した書面を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け,かっ,

こと
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これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより,同項の規定による掲

示に代えることができる。

第38条の次に次の 1条を加える。

(虐待の防止)

第38条の2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,虐待の発生又は

その再発を防止するため,次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

①当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のた

めの対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。)を定期的に開催するとともに,その結果について,介護

予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。

②当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のた

めの指針を整備すること。

③当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において,介護予防認知

症対応型通所介護従業者に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施

すること。

④前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

第40条第 1項中[協議会」の次に「(テレビ電話装置.等を活用して行うこ

とができるものとする。ただし,利用者又はその家族(以下この項及び第50

条において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては,テレビ電話装

置等の活用にっいて当該利用者等の同意を得なけれぱならない。)」を加える。

第45条第6項の表当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄

に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項中「指定地域密着型介護

老人福祉施設」の次に「,指定介護老人福祉施設,介護老人保健施設」を加え,

当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる

施設等のいずれかがある場合の項中「,指定認知症対応型通所介護事業所,指

定介護老人福祉施設又は介護老人保健施設」を「又は指定認知症対応型通所介

護事業所」に改め,同条第7項中「(以下」の次に「この章において」を加え

る。

第4

第5

6条第 3項中「第73条第2項」を「第7 3条第 3項」に改める。

0条中「行う会議」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことが
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できるものとする。ただし,利用者等が参加する場合にあっては,テレビ電話

装置等の活用について当該利用者等の同意を得なけれぱならない。)」を加え

る。

第58条中第 10号を第 11号とし,第9号の次に炊の 1号を加える。

⑩虐待の防止のための措置に関する事項

第59条に次の 1項を加える。

2 前項本文の規定にかかわらず,過疎地域その他これに類する地域において,

地域の実情により当該地域における指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

効率的運営に必要であると市長が認めた場合は,指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は,市長が認めた日から市の介護保険事業計画(法第11

7条第1項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において

同じ。)の終期まで(市が次期の市の介護保険事業計画を作成するに当たっ

て,新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認めた場合にあって

は,次期の市の介護保険事業計画の終期まで)に限り,登録定員並びに通い

サービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供を行うことができる。

第6 6 条中「,第 2 7 条,第 2 9 条」を「,第 2 7 条,第 2 9 条,第 2 9 条

の 2』に改め,「第 3 7 条まで,第 3 8 条(第4項を除く。)から」を削り ,

「第4 0 条まで」の次に「(第 3 8 条第4項を除く。)」を,「規程」と,」

の孜に「同項,第 29条第3項及び第4項,第 29条の 2第2項,第32条第

2項第1号及び第 3号,第33条第1項並びに第38条の 2第 1号及び第3号

中」を加え,「,第29条第3項及び第33条中「介護予防認知症対応型通所

介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と」を削

る。

第 7 2 条第 1項中「を除く。)をいう」の次に「。以下この項において同じ

」を加え,同項に次のただし書を加える。

ただし,当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同

生活住居の数が3である場合において,当該共同生活住居が全て同一の階に

おいて隣接し,介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行
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うことが可能な構造である場合であって,当該指定介護予防認知症対応型共

伺生活介護事業者による安全対策が講じられ,利用者の安全性が確保されて

いると認められるときは,夜問及び深夜の時間帯に指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は,夜間及び深夜の

時問帯を通じて2以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために

必要な数以上とすることができる。

第72条第5項中「共同生活住居」を「指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業所」に改め,同条第 10項中「第9項」を「第 10項」に改め,同項

を同条第 11項とし,同条第9項を同条第 10項とし,同条第8項の次に次の

1項を加える。

9 第7項本文の規定にかかわらず,サテライト型指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であっ

て,指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業につい

て3年以上の経験を有する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に

より設置される当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所以外の指

定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業所に対して指定介護予防認知症対応型共同生活介

護の提供に係る支援を行うもの(以下この章に船いて「本体事業所」という。

)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)については,

介護支援専門員である計画作成担当者に代えて,第6項の規則で定める研修

を修了している者を置くことができる。

第73条中第2項を第3項とし,第 1項の次に次の 1項を加える。

2 前項本文の規定にかかわらず,共同生活住居の管理上支障がない場合は,

サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における共同生

活住居の管理者は,本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充て

ることができる。

第75条第1項中「又は2」を「以上 3 以下(サテライト型指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業所にあっては,1又は2)」に改め,同項ただし

書を削る。

第79条第3項第1号中「委員会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して

・ 34 ・



行うことができるものとする。)」を加える。

第80条中「地域密着型介護予防サービス」の次に「(サテライト型指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所の場合は,本体事業所が提供する指定

介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。)」を加える。

第8 1条中第7号を第8号とし,第6号の次に次の 1号を加える。

⑦虐待の防止のための措置に関する事項

第82条第3項に後段として次のように加える。

この場合において,当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,

全ての介護従業者(看護師,准看護師,介護福祉士,介護支援専門員,法第

8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類す

る者を除く。)に対し,認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために

必要な措置を講じなければならない。

第82条に炊の 1項を加える。

4 ・指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,適切な指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から,職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かっ相当

な範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害されることを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

第 8 7 条中「,第 2 5 条,第 2 7 条」を「,第 2 5 条,第 2 7 条,第 2 9 条

の 2」に,「,第 3 7 条,第 3 8 条(第4項を除く。),第 3 9 条,第40 条

(第 5項」を「,第3 7条から第40条まで(第3 8条第4項及び第4 0条第

5項」に改め,「規程」と,」の次に「同項,第2 9条の 2第 2項,第 3 2条

第2項第 1号及び第3号,第33条第 1項並びに第38条の 2第1号及び第3

号中」を加え,「,第33条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあ

るのは「介護従業者」と」を削る。

第88条第2項中「外部の者による」を「次に掲げるいずれかの」に改め,

同項に次の各号を加える。

①外部の者による評価

②前条において準用する第40条第1項に規定する運営推進会議における

評価
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第7章中第9 2条を第9 3 条とし,同章を第8章とする。

第6章の次に次の 1章を加える。

第7章雑則

(電磁的記録等)

第92条指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予

防サービスの提供に当たる者は,作成,保存その他これらに類するもののう
゛

ち,この条例の規定において書面(書面,書類,戈書,謄本,抄本,正本,

副本,複本その他文字,図形等人の知覚によって認識することができる情報

が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行う

ことが規定されている又は想定されるもの(第15条第 1項(第66条及び

第87条において準用する場合を含む。)及び第77条第1項並びに次項に

規定するものを除く。)については,書面に代えて,当該書面に係る電磁的

記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。)により行うことができる。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サー

ビスの提供に当たる者は,交付,説明,伺意,承諾その他これらに類するも

の(以下「交付等上という。)のうち,この条例の規定に松いて書面で行う

ことが規定されている又は想定されるものについては,当該交付等の相手方

の承諾を得て,書面に代えて,電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他

人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができ
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附'則

(施行期日)

1 この条伊」は,令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月3 1日までの間,この条例による改

正後の八千代市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「改正後の条仔山という。)



第4条第3項及び第38条の2 (改正後の条例第66条及び第87条におい

て準用する場合を含む。)の規定の適用については,これらの規定中「講じ

なけれぱならない」とあるのは「講じるように努めなければならない」と,

改正後の条例第2.8 条,第58条及び第81条の規定の適用については, 、^

れらの規定中「,次に」とあるのは「,虐待の防止のための措置に関する事

項に関する規程を定めておくよう努めるとともに,次に」と,「重要事項」

とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」

とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間,改正後の条例第2

9条の2 (改正後の条例第66条及ぴ第87条において準用する場合を含む。

)の規定の適用については,改正後の条例第29条の2中「講じなけれぱな

らない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」と,「実施しなけ

ればならない」とあるのは「実施するよう努めなければならない」と,「行

うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」と司、る。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの問,改正後の条例第3

2条第2項(改正後の条例第66条及び第87条において準用する場合を含

む。)の規定の適用については,同項中「講じなけれぱならない」とあるの

は,「講じるよう努めなけれぱならない」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間,改正後の条例第2

9条第3項(改正後の条例第66条において準用する場合を含む。)及ぴ第

82条第3項の規定の適用については,これらの規定中「講じなけれぱなら

ない」とあるのは,「講じるよう努めなければならない」とする。

提案理由

指定地域癌着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準等を改めるため,条例を改正いたしたい。
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議案第26号

八千代市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法.に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について

八千代市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例を歌のように制定する。

令和 3年3月1日提出

八千代市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例

八千代市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(

平成26年八千代市条例第32号)の一部を次のように改正する。

第2条に次の 2項を加える。

5 指定介護予防支援事業者は,利用者の人権の擁護,虐待の防止等のため,

必要な体制の整備を行うとともに,その従業者に対し,研修を実施する等の

措置を講じなけれぱならない。

6 指定介護予防支援事業者は,指定介護予防支援を提供するに当たっては,

法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を

活用し,適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第 19条中第6号を第 7号とし,第5号の次に次の 1号を加える。

⑥虐待の防止のための措置に関する事項

第20条に次の 1項を加える。

4 指定介護予防支援事業者は,適切な指定介護予防支援の提供を確保する観

点から,職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言

八千代市長服部友則

・ 39 ・



動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより担当職員の就業環

境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなけ

ればならない。

第20条の次に次の 1条を加える。

(業務継続計画の策定等)

第20条の2 指定介護予防支援事業者は,感染症や非常災害の発生時におい

て,利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するための,及

び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」

という。)を策定し,当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなけれぱな

らない。

2 指定介護予防支援事業者は,担当職員に対し,業務継続計画について周知

するとともに,必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護予防支援事業者は,定期的に業務継続計画の見直しを行い,必要

に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

第22条の炊に次の 1条を加える。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第22条の2 指定介護予防支援事業者は,当該指定介護予防支援事業所にお

いて感染症が発生し,又はまん延しないように,次の各号に掲げる措置を講

じなければならない。

住)当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以

下「テレビ電話装置等」と・いう。)を活用して行うことができるものとす

る。)をおおむね6月に 1回以上開催するとともに,その結果について,

担当職員に周知徹底を図ること。

②当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること。

③当該指定介護予防支援事業所において,担当職員に対し,感染症の予防

及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

第23条に炊の 1項を加える。

2 指定介護予防支援事業者は,前項に規定する事項を記載した書面を当該指

ノ
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定介護予防支援事業所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲

覧させることにより,同項の規定による掲示に代えることができる。

第28条の次に次の 1条を加える。

(虐待の防止)

第28条の2 指定介護予防支援事業者は,虐待の発生又はその再発を防止す

るため,次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

①当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための対策を検討す

る委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)

を定期的に開催するとともに,その結果について,担当職員に周知徹底を

図ること。

②当該指定介護予防支援事業所に船ける虐待の防止のための指針を整備す

ること。

③当該指定介護予防支援事業所において,担当職員に対し,虐待の防止の

ための研修を定期的に実施すること。

④前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

第32条第9 号中「行う会議」の炊に「(テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。ただし,利用者又はその家族(以下この号に船いて

「利用者等」という。)が参加する場合にあっては,テレビ電話装置等の活用

について当該利用者等の同意を得なければならない。)」を加える。

第34条の炊に炊の 1条を加える。

(電磁的記録等)

第35条指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は,

作成,保存その他これらに類するもののうち,この条例の規定1.こおいて書面

(書面,書類,文書,謄本,抄本,正本,副本,複本その他文字,図形等人

の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定さ

れるもの(第9 条(前条において準用する場合を含む。)及び第32条第2

6号(前条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除

く。)については,書面に代えて,当該書面に係る電磁的記録(電子的方式,

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ
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る記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)

により行うことができる。

2 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は,交付,

説明,同意,承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)の

うち,この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定さ

れるものについては,当該交付等の相手方の承諾を得て,書面に代えて,電

磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他人の知覚によって認識することが

できない方法をいう。)によることができる。

附則

(施行期日)

1 この条例は,令和 3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和 6年3阿 3 1日までの間,この条例による改

正後の八千代市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基推等を定め

る条例(以下「改正後の条例」という。)第 2条第 5項及び第28 条の 2 (

改正後の条例第34条において準用する場合を含む。)の規定の適用につい

ては,これらの規定中珸茸じなけれぱならない」とあるのは「講じるように

努めなけれぱならない」と,改正後の条例第 19条(改正後の条例第34条

において準用する場合を含む。)の規定の適用については,改正後の条例第

19条中「,炊に」とあるのは「,.虐待の防止のための措置に関する事項に

関する規程を定めておくよう努めるとともに,次に」と,「重要事項」とあ

るのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とす

る。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 この条例の施行の日から令和 6年3月31日までの間,改正後の条例第2

0条の2 (改正後の条例第34条において準用する場合を含む。)の規定の

適用については,改正後の条例第20条の 2 中「講じなけれぱならない」と

あるのは T講じるよう努めなければならない」と,「実施しなければならな

い」とあるのは「実施するよう努めなければならない」と,「行うものとす
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る」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間,改正後の条例第2

2条の2 (改正後の条例第34条において準用する場合を含む。)の規定の

適用については,改正後の条例第22条の 2 中「講じなければならない」と

あるのは,殆蒜じるよう努めなけれぱならない」とする。

提案理由

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準等を改めるため,条例を改正いたしたい。
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